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井口翁介氏が瑞宝双光章を受章されました。
　洞川の井口翁介氏が、平成30年４月に満88歳を迎えられ
瑞宝双光章（ずいほうそうこうしょう）を受章されました。
　この章は教員として、地域の教育に長年に渡り尽力され
た功績が認められた方に、天皇陛下より贈られるもので
す。
　井口氏は、昭和24年に洞川中学校に教員として赴任し、
平成２年に天川西小学校長として退職されるまでの41年
間、天川村の小・中学校で教鞭をとられました。
　退職後は天川村社会教育指導員として洞川公民館にて勤務し、教職員時代の経験を活か
して洞川地区の文化事業の活性化、社会教育事業に尽力されました。
　今日までのご活躍に感謝申し上げるとともに、これからのご健康とご多幸をお祈り申し
上げます。

●奈良県中南和県税事務所からのお知らせ●
　個人事業税の
　　第１期分の納期限は、８月３1日（金）
　　第２期分の納期限は、11月30日（金）です。

※�年税額が１万円以下の場合は、第１期分の納期限までに全額を納付いただくことになってお
ります。
※第１期分･第２期分をまとめて第１期分の納期限までに納付することもできます。
※�コンビニエンスストアやペイジー（パソコン・携帯・ＡＴＭからの納付）での納付もできます。

口座振替制度もご活用下さい。
お申し込みは金融機関で。　　

※詳しくは、奈良県中南和県税事務所（☎0744－48－3004）までお問い合わせ下さい。

個人事業税の納付書は、
　　第１期分･第２期分をまとめて同封しております。
お間違いのないようご注意下さい。
第２期分の納付書は、納期限まで保管していただき、11月30日までに
納付して下さい。
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　20歳を迎えると、様々な権利とともに義務も生まれます。国民年金に加入す

ることもそのひとつです。みなさんの中には、「年金なんて先のことだからま

だ関係ない。」なんて思っている人はいませんか？

　国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入して、

やがて誰にも訪れる老後の生活保障だけでなく、万が一の障害や死亡といった

不慮の事故などにより私たちの生活の安定が損なわれることのないよう、みん

なで前もって保険料を出し合いお互いを支え合う制度です。

　自営業者・学生・フリーターの人（第１号被保険者）などが20歳になったと

きは、役場住民課で国民年金加入の手続きが必要です。また、厚生年金や共済

組合の加入者（第２号被保険者）に扶養されている配偶者の人（第３号被保険

者）が20歳になったときは、第２号被保険者（配偶者）の勤務先を経由して第

３号被保険者の加入手続きを行うことになります。

　少子高齢化が進行し現役世代の負担が年々増加していますが、基礎年金の半

分は国庫負担で賄われているため、現在20歳の人も納付した保険料以上の年金

が受け取れます。さらに賃金や物価の変動に合わせて年金額が改定されますの

で大変有利です。ただし、加入の手続きや保険料の納め忘れがあると年金が受

け取れないこともありますので、「あのときに・・・」と後悔することのない

よう必ず国民年金の加入手続きを取りましょう！

　なお、学生の人や収入が少なく保険料の納付が困難な人の場合は、「学生納

付特例」や「納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、

役場住民課で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。

住民課　国民年金係　☎６３－０３２１（内１６５）

20歳になったら『国民年金』
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　平成30年６月21日（木）、天川村山村開発
センター大ホールにおいて、天川村人権教育推
進協議会総会を開催しました。
　総会では、理事・村民等約80名の方に参加
をいただき、主催者（植林友衛会長）挨拶及び
来賓（車谷重高村長、今西勉議会議長）祝辞の
後、今年度の事業計画（案）・予算（案）等す
べての議案が承認されました。
　また、総会終了後、人権研修会として、落語
家　林家たい平さん主演の江戸時代を舞台にし
た映画「もういちど　家族落語」を観賞しまし

た。江戸時代は子どもが奉公にでるのは当たり
前の時代。火事で家族を失い、噺家を諦めた
「たい平」が、奉公先でいじめに遭い、藪入り
していた貞吉にひょんなことから落語を教える
ことになり、落語を通し親子のように笑いあう
ようになる二人は、周りの人々に温かく包ま
れ、それぞれ自分を取り戻そうとします。いつ
の時代でも子どもは大事な宝。子どもの人権・
家族のつながりについて考える研修となりまし
た。

　天川村人権教育推進協議会では、今年度もみなさんと共に関係機関と連携し、様々な人権課題の解
決をめざし、事業を実施してまいりたいと思います。

2018年度天川村人権教育推進協議会総会（報告）
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大雨になると…

　土砂災害は、台風等の大雨や集中豪雨、地震が引き金となることが多く、突発的に大きな破壊力を持
って発生します。傾斜が急な山が多い日本は、土砂災害が発生しやすい環境にあります。突発的に発生
する土砂災害は、正確に予測することが難しい災害です。非常時に備えて、日頃から準備をすることが
大切です。土砂災害は、土石流、がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）、地すべりの３種類に分類されます。
　雨が降り出したら、気象情報をチェックし、早めに避難に備えましょう。雨の状況に応じて段階的
に注意報や警報などが発表されます。
　土砂災害発生の危険度が高まっている地域では、少しでも安全な場所へ早めに避難することが重要
です。

大雨注意報
　大雨により災害の起こるおそれがあると予想したときに発表されます。
大雨警報（土砂災害）
　大雨により重大な災害の起こるおそれがあると予想したときに発表されます。
土砂災害警戒情報
　大雨警報が発表されている状況で、大雨による土砂災害のおそれが高まった時に発表されます。
大雨特別警戒（土砂災害）
　重大な土砂災害が発生するおそれが著しく高まったときに発表されます。

避難準備情報・避難勧告・避難指示の区分
区　　分 発令時の状況 行　　動

避難準備情報
○�避難行動に時間を要する者が
避難行動を開始しなければな
らない段階

○�避難行動に時間を要する者は
計画された避難場所への避難
行動開始
○上記以外の者は、避難準備開始

避 難 勧 告
○�通常の避難行動ができる者が
避難行動を開始しなければな
らない段階。

○�通常の避難行動ができる者
は、計画された避難所への避
難行動開始

避 難 指 示
○�前兆状況の発生や、現在の切迫
した状況から、災害が発生する
危険性が非常に高い段階。

○直ちに避難してください。

防災 てんかわ 第67回　◆ 避難の心得 ◆
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奈良県・市町村土木職員採用共同試験の実施
　天川村と奈良県の土木技術職員の採用共同試験です。
【第１次筆記試験日】　　９月23日（日曜日）
【第１次筆記試験会場】　奈良県立郡山高校
【試験科目】　　　　　　教養・土木専門試験
【対象】　　　　　　　　Ⅱ種：平成元年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人
　　　　　　　　　　　　試験案内は、下記HPからダウンロードまたは、天川村役場　総務課、
　　　　　　　　　　　　警察署、県人事委員会事務局、県庁人事課、県内各総合庁舎などで配布。
【お申込】　　　　　　　インターネットで、8月17日～9月11日正午まで。
【お問合わせ先】　　　　県人事委員会事務局　☎：0742-20-4430
　　　　　　　　　　　　 (http://www.pref.nara.jp/42115.htm)
                     　　　　　天川村役場　総務課　☎：63-0321

天川村推進委員会

　社会を明るくする運動の強調月間である７月を前に、平成30年６月26日、天川村山村開発センタ
ーにおいて、犯罪や非行のない幸福で明るい社会づくりを目的として天川村推進委員会を開催したと
ころ、村内外より多数の関係機関の方々に参加いただきました。
　委員会の中では、昨年度の活動実施結果の報告及び、啓発を中心とした今年の活動計画について協
議を行い、吉野警察署中本警部より、最近の奈良県内及び奈良県警察署管内の犯罪情勢を踏まえた講
話をいただきました。

村内全域啓発パレード

　７月３日午後１時から、森本保護司、西村保護司、
玉置警部補（川合駐在所）、水谷巡査長（洞川駐在
所）と役場事務局により啓発車とパトカーで村内全域
をパレードし、犯罪や非行の防止に対する理解と協力
について地域の方々に呼びかけを行いました。

　７月の強調月間が終わった後も引き続き犯罪のない
明るい社会づくりにご協力よろしくお願いします。

第68回社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
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　県民の皆様に親しまれております奈良県民手帳の２０１９年版（平成31年）の予約受付をいたし
ます。表紙は県章の色である�す

・ ・ ・
ほう色及び黒色の２種類から選んでいただけます。

　希望される方はお早めに御予約下さい。

価　格

　一冊　５００円（10月に発売を予定しています）

お申し込み方法

　購入を希望される方は氏名・申込冊数・表紙の色を、
　９月５日（水）までに天川村役場地域政策課まで
　お申し込み下さい。
　※締め切り厳守でお願いします

お問合わせ

　天川村役場　地域政策課　
　☎６３－０３２１（内線１５２）

2019年版　奈良県民手帳　１冊  500円

【申込み・問合せ先】〒638‒0431　奈良県吉野郡天川村洞川784‒32　洞川エコミュージアムセンター
　　　　　　　　　☎64‒0999　℻64‒0888〈E-mail〉chiikiseisaku@vill.tenkawa.lg.jp
※　参加費の一部は天川村の自然を守る「山癒の里基金」に寄附させていただきます。

洞川エコミュージアムセンター洞川エコミュージアムセンター洞川エコミュージアムセンター

８月４日（土）13：30〜16：00

８月25日（土）10：00〜16：00

昼間でも満点の星が見えちゃう！？プラネタリウムで夏の星々を楽しく勉強しよう。
君もなれるか星マスター！？
【講　　師】てんもんぶ代表　槌谷則夫さん
【集合場所】洞川エコミュージアムセンター【定　員】30名【時　間】13：30～16：00
【持ち物】水筒、筆記用具等【参加費】2,000円（小中学生半額）入浴券付

今年はやります！毎回大好評のバームクーヘン作りとクラフトに挑戦。さて、竹と炭火で美味しく
焼けるかな？（センター前の広場で小学生を中心に行います。）（※小雨決行）
【講　　師】職員
【集合場所】洞川エコミュージアムセンター【定　員】50名【時　間】10：00～16：00
【持ち物】帽子、タオル、軍手、汚れてもよい服装、飲物各自等【参加費】2,000円（小中学生半額）入浴券付

プラネタリウムで星の勉強会

簡単バームクーヘン作り＆クラフト
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　天川村では、住み慣れた地域で安心して持続した生活ができるように、“生活支援・介護
予防サービスの充実”と“高齢者の社会参加”を推進しています。

◯�単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボ
ランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供す
ることが必要。
◯�高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防に
つながる。
◯�多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村　が支援することにつ
いて、制度的な位置づけの強化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向け
て、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化な
どを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置などについて、介護保険法の
地域支援事業に位置づける。

◯ニーズに合った多様なサービス種別
◯住民主体、NPO、民間企業等多様な
　主体によるサービス提供
・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの
　家事支援
・介護者支援　等

◯現役時代の能力を活かした活動
◯興味関心がある活動
◯新たにチャレンジする活動
・一般就労、企業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
　ボランティア活動　等

生活支援の

担い手としての

社会参加

健康福祉課だより
生活支援・介護予防サービス
と地域サロンの効果について
説明します

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

バックアップ

バックアップ

生活支援・介護予防サービス 高齢者の社会参加

地域住民の参加
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　週に１回以上、人と交流する機会を持ち集団スポーツやサロンへ参加することで、要介
護認定を受ける割合は減少します。また、みんなで笑うことで脳卒中や心疾患の予防につ
ながり、いきいきとした生活を送ることができます。

◆参考：サロンなど社会参加が介護予防につながる/ＪＡＧＥＳ資料より

地域づくりによる介護予防資料
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　みなさまこんにちは。「福祉高

齢者支援担当」の山端です。突然

ですが、平成30年5月31日をもち

まして地域おこし協力隊を卒業さ

せていただくことになりました。

任期は1年間だけだったのですが、

6月からは地域包括支援センターの

生活支援コーディネーターとして

活動させていただくことになりま

した。昨年度は介護保険料の推計

や第7期介護保険事業計画の策定業務に携わらせていただいたのですが、平成30年4月から新

たに設置されました包括的支援事業（①地域ケア会議の充実、②在宅医療・介護連携の推進、

③認知症施策の推進、④生活支援サービスの体制整備）を推進していくことになりました。ま

た、これまでの医療・保健・福祉分野の横断的な活動はそのまま継続させていただきます。包

括的支援事業については、これから広報誌やホームページを活用しながら説明させていただこ

うと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

天川村地域おこし協力隊だより　㉔
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保 健 事 業 の お 知 ら せ

　５月から６月にかけて実施した各種健（検）診の結果は、いかがでしたか？
　必ず結果通知をご確認いただき、適切な対応をしていただきます
ようお願いします。
　特に、要精密検査と判定された方は必ず医療機関で受診するよう
にして下さい。
　又、この機会に普段の生活習慣について振り返ってみてください。
　結果についてわからないこと等がありましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

　今年度６月より胃内視鏡検診（胃カメラによる検診）を開始しております。この検診は直接医療機関
にいって受けていただく個別検診となっています。受診を希望される方は下記までお申込みください。
　○受  診  対  象　：　天川村に住民票をおく、５０歳以上の方。
　　　　　　　　　　　　※２年に１回の受診になります。
　　　　　　　　　　　　　今年度受診された方は、来年受けることはできません。
　○検  査  方  法　：　胃カメラによるがん検診
　○受  診  病  院　：　南奈良総合医療センター
　○個  人  負  担　：　２，５００円
　○申 込 み 方 法　：　ほほえみポート天川窓口へお越しください。
　　　　　　　　　　　受診券をお渡しいたします。
　○申込み受付期間：　平成３１年２月２８日まで
　　
　　※ 受診上の注意点 ※
　　　病院の検診体制上の関係で、１日に２人までしか胃カメラ検診の予約を受け付けることが
　　できませんので、あらかじめご了承ください。

　臨床心理士による心の健康相談会を開催します。一人で抱えている悩みのある方、気持ちがすっき
りとせず不安のある方など、どなたでもお申込みいただけます。相談は無料で、個別相談となってお
りますので、予約制です。また、定員に達し次第受付を終了いたします。相談を希望される方は、下
記までお申込みください。
　相談の内容などの秘密は、固く守られます。この機会をぜひご利用ください。

健康診査の結果について

胃内視鏡検診のご案内

心の健康相談会のご案内

開催日：８月６日（月）　　会　場：ほほえみポート天川
内　容：個別相談（臨床心理士の先生お１人との相談となります。）
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閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

　　　 国保診療所・ほほえみポート天川　　・ごみ収集　８月の予定表

休　　　診

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜4：00）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 16 木 診察(松村医師) 診察(西尾医師)  不　燃

 17 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 18 土  

 19 日  

 20 月    燃　焼

 21 火 診　　察 検 査 日  資源１

 22 水 診　　察 診　　察  

 23 木 診察(松村医師) 診察(西尾医師)  資源２

 24 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 25 土  

 26 日  

 27 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 28 火 診　　察 検 査 日  資源１

 29 水 診　　察 診　　察  

 30 木 診察(松村医師) 診察(西尾医師)  不　燃

 31 金 診　　察 診　　察 　　 燃　焼

見える所に貼り、ご活用下さい。

粗　大
（予約）

粗　大
（予約）
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閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

　　　 国保診療所・ほほえみポート天川　　・ごみ収集　８月の予定表

休　　　診

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜4：00）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 1 水 診　　察 診　　察  

 2 木 診察(松村医師) 診察(西尾医師)  不　燃

 3 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 4 土  

 5 日  

 6 月 診　　察 診　　察 心の健康相談 燃　焼

 7 火 診　　察 検 査 日  資源１

 8 水 診　　察 診　　察  

 9 木 診察(松村医師) 診察(西尾医師)  資源２

 10 金    燃　焼

 11 土 

 12 日  

 13 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 14 火 診　　察 検 査 日  資源１

 15 水 診　　察 診　　察

＊医師不在時は投薬はできません。薬の切れる方は早めに受診して下さい。

粗　大
（予約）

粗　大
（予約）

粗　大
（予約）
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　食中毒は、一年中いつでも起こりますが、気温と湿度が高くなる季節は、細菌による食中毒が非常に多
くなります。この時季は、屋外だけでなく屋内や移動中の車内も温度が高くなります。食中毒防止のた
め、冷蔵庫やクーラーボックスを活用し、食品の保管に気をつけていきましょう。

　　　

  食中毒を予防するためには、上記の３つの原則を守ることが大切です。
　　①食中毒菌を「付けない」
　　　＊調理前・食事前・トイレ後や、生肉・生魚・生卵など触れた
　　　　後などは石けんを使って手をよく洗いましょう。
　　　＊生肉・生魚などを切ったまな板などは、きれいに洗うようにしましょう。

　　②食中毒菌を「増やさない」
　　　＊購入した生鮮食品やお惣菜などはできるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。
　　　＊冷蔵庫内でも細菌はゆっくり増えるため、食材はできるだけ早く調理しましょう。
　　　＊調理後の食品は、長時間、室内に放置せず、すみやかに食べきりましょう。

　　③食中毒菌を「やっつける」
　　　＊食中毒は十分な加熱をすることでやっつけることができます。
　　　　特に生肉や生魚は十分に加熱をおこないましょう。（75℃以上で１分以上の加熱）
　　　　また、残った食品を食べる際も、十分に加熱してください。
　　　＊ふきんやまな板、包丁などの調理器具も、洗剤でしっかり洗いましょう。
　　　　特に肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤で洗った後、熱湯をかけて
　　　　殺菌するようにしましょう。

　　※食中毒かなと思ったら・・・
　　　　おう吐や下痢の症状は、原因物質を体の外に出そうとする生理反応です。
　　　医師の診断を受けずに市販の下痢止めなどをむやみに服用してしまうと、
　　　体内に菌が残ってしまいます。
　　　早めに病院に連絡・相談し、医師の診断を受けましょう。

食中毒にご注意を！

◇食中毒予防の３つの原則
細菌を 「付けない」 「増やさない」 「やっつける」

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。

連絡先　☎63−9110
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　第３回目は、村指定文化財の指定について説明します。
＜村指定文化財への指定＞
　文化財の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする者が天川村指定文化財指定申請書に
現状を示す写真を添えて村長（窓口は教育委員会事務局）へ提出します。村長はこの申請について、
文化財保護委員会へ意見を求めます。文化財保護委員会で審議が行われ、村長への回答が行われま
す。村長は、この回答を基に、天川村指定文化財に指定するか否かを決定します。　
　村指定文化財が滅失もしくは価値を失った場合や、村指定文化財が国又は県の指定を受けた場合、
その他村長が解除を必要と認める時に指定を解除する場合があります。

　次回は村指定文化財の管理について説明をします。村指定文化財の事についてわからない事がござ
いましたら、下記相談窓口へお気軽にお問い合わせください。

村指定文化財の相談窓口
　教育委員会事務局　　☎63-0321

天川村の文化財　第３回　～光遍寺扁
へんがく

額～

　第３回目は、沢原にある光遍寺の扁額について、紹介します。
　この扁額には寺号の「光遍」が刻まれています。扁額は、
建物の高い位置、門や鳥居に掲出される事が多く、書かれて
いる文字はその建物の名前を記すものが一般的で、額面の縁
に金銅製の飾鋲（飾りのついた釘）を打つ形式手法から室町
時代以降の作品ではないかと推測されます。額面の裏に「此
寺号者念仏/四代之時◇開養畢/于時◇◇三年丙寅九月三日/和
州吉野郡天河澤原賢光◇（花押）」の墨書があります。
　残念ながら年号を判読することはできませんが、「三年の
丙
ひのえとら

寅の年」の記述から、元
げんちゅう

中三年（1386）か、もしくは文
ぶんあん

安
三年（1446）まで遡り得るかもしれないと言われています。（村史より一部抜粋）
　※◇は判読不能な文字

光遍寺扁額

鎌倉時代
（～1333）

過去
この間に作られたのではないかと推測されている。

現在

室 町 時 代
（1336～1573）

安土・桃山時代
（1573～）

村指定文化財への指定について
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平成29年度天川村の給与・定員管理等について

⑴ 人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口
（H29年1月1日）

歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
Ｂ／Ａ

（参考）
27年度の人件費率

28年度 人
1,486

千円
3,075,722

千円
256,576

千円
459,840

％
14.95

％
18.03

⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数
Ａ

給　　　　　与　　　　　費 （参考）一人当たり
給与費　 Ｂ/Ａ

（参考）類似団体平均一人
当たり給与費　 Ｂ/Ａ給　　料 職員手当 期末･勤勉手当 計　Ｂ

28年度 人
53

千円
185,376

千円
30,134

千円
68,478

千円
283,988

千円
5,450

千円
5,445

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。　　２　職員数は、平成27年４月１日現在の人数である。
　　　３　�給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

⑶ラスパイレス指数の状況

（H28.4.1）
88.6

（H29.4.1）
89.0

（H26.4.1）
86.8

（H27.4.1）
87.8

（H27.4.1）
93.7

（H28.4.1）
94.2

（H29.4.1）
94.4

（H26.4.1）
93.3

（H27.4.1）
95.8

（H28.4.1）
96.3

（H29.4.1）
96.4

（H26.4.1）
95.6

100

95

90

85

80

（H28.4.1）
88.6

（H29.4.1）
89.0

天川村 類似団体平均 全国町村平均

（H26.4.1）
86.8

（H27.4.1）
87.8

（H27.4.1）
93.7

（H28.4.1）
94.2

（H29.4.1）
94.4

（H26.4.1）
93.3

（H27.4.1）
95.8

（H28.4.1）
96.3

（H29.4.1）
96.4

（H26.4.1）
95.6

（注）
１�　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月
額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表
（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
２�　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体
のラスパイレス指数を単純平均したものである。

⑴ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年４月１日現在）
①一般行政職

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）
天　川　村 39.8　歳 269,100　円 314,300　円 　　―　　円
奈　良　県 42.9　歳 324,389　円 410,651　円 368,945　円
国 43.6　歳 330,531　円 410,719　円 　　―　　円

類 似 団 体 41.3　歳 292,761　円 336,436　円 318,754　円

１　総　括

⑷ 給与制度の総合的見直しの実施状況について

2　職員の平均給与月額、初任給等の状況

①給料表の見直し〔実施〕
（給料表の改定実施時期）平成27年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を
踏まえ、平均２％引下げ。若年層については、初任給の引
上げと同程度の引上げを実施。激変緩和のため、３年間
（平成30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を
踏まえて見直しを実施。

②その他の見直し内容
管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実
施。（平成27年４月１日実施）

（注）１　「平均給料月額」とは、平成29年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　２　�「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当

の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、「平均給与月額（国
比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

区　　　分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）
天　川　村 51.5　歳 9　人 229,100　円 259,300　円 　　―　　円
奈　良　県 52.5　歳 78　人 313,242　円 372,338　円 349,505　円
国 50.6　歳 2,722　人 286,833　円 328,360　円 　　―　　円

類 似 団 体 49.0　歳 3　人 258,099　円 284,804　円 271,830　円

②技能労務職



17

⑵ 職員の初任給の状況（平成29年４月１日現在）
区　　　　分 天　川　村 奈　良　県 国

一般行政職
大　学　卒 178,200円 184,800円 178,200円
高　校　卒 146,100円 150,500円 146,100円

技能労務職（一）
高　校　卒 140,400円 141,450円 －
中　学　卒 132,700円 127,900円 －

教　育　職
大　学　卒 199,500円 206,400円 －
短　大　卒 175,300円 － －

⑶ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29年４月１日現在）
区　　　　分 経験年数10年〜15年未満 経験年数15年〜20年未満 経験年数20年〜25年未満 経験年数25年〜30年未満

一般行政職
大学卒 該当者なし 該当者なし 320,900円 該当者なし
高校卒 230,900円 該当者なし 289,900円 311,400円

技術労務職
高校卒 185,000円 該当者なし 該当者なし 該当者なし
中学卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし

⑴ 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成29年４月１日現在）
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額
１級 主事補、技師補、主事、技師の職務 18人 42.9％ 141,600円 246,600円

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事補、
技師補、主事、技師の職務 ２人 4.8％ 191,700円 303,400円

３級 室長、課長補佐、調整員及び主査の職務 13人 31.0％ 227,900円 349,200円
４級 課長、主幹、室長、困難な業務を行う課長補佐の職務 ５人 11.9％ 261,100円 380,200円
５級 参事及び困難な業務を行う課長の職務 ４人 9.5％ 287,100円 392,200円
（注）１　○○市区町村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

⑴ 期末手当・勤勉手当
天　　川　　村 奈　　良　　県 国

１人当たり平均支給額（28年度）
1,332　千円

１人当たり平均支給額（28年度）
1,602　千円 ―

（平成28年度支給割合）
期末手当　　　　勤勉手当
2.6　月分　　　1.70　月分

（1.45）月分　　（0.80）月分　　

（平成28年度支給割合）
期末手当　　　　勤勉手当
2.6　月分　　　1.70　月分

（1.45）月分　　（0.80）月分　　

（平成28年度支給割合）
期末手当　　　　勤勉手当
2.6　月分　　　1.70　月分

（1.45）月分　　（0.80）月分　　
（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算　5〜10%

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
役 職 加 算　 5〜20%
管理職加算　10〜20％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
役 職 加 算　 5〜20%
管理職加算　10〜25％

3　一般行政職の級別職員数等の状況

4　職員の手当の状況

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

５級　12.5％
４級　17.5％

３級　37.5％

２級　12.5％
１級　20.0％

５級　  9.5％
４級　11.9％

３級　31.0％

２級　  4.8％

１級　42.9％

５級　  4.9％
４級　17.1％

３級　36.6％

２級　  7.3％

１級　34.1％

100％

80％

60％

40％

20％

0％
平成 29 年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

５級　12.5％
４級　17.5％

３級　37.5％

２級　12.5％
１級　20.0％

５級　  9.5％
４級　11.9％

３級　31.0％

２級　  4.8％

１級　42.9％

５級　  4.9％
４級　17.1％

３級　36.6％

２級　  7.3％

１級　34.1％



18

⑵ 退職手当（平成29年４月１日現在）
天　　川　　村 国

　（支給率）　　　自己都合　　　　勧奨・定年
　勤続20年� 20.445月分� 25.55625月分
　勤続25年� 29.145月分� 34.5825月分
　勤続35年� 41.325月分� 49.59月分
　最高限度額� 49.59月分� 49.59月分

（支給率）　　　　自己都合　　　　応募認定・定年
勤続20年� 20.445月分� 25.55625月分
勤続25年� 29.145月分� 34.5825月分
勤続35年� 41.325月分� 49.59月分
最高限度額� 49.59月分� 49.59月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置（２%〜45％）

⑶ 特殊勤務手当（平成29年４月１日現在）
支給実績（28年度決算） －　千円
支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） －　　円
職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度） －　　％
手当の種類（手当数） ３種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績
（27年度決算） 左記職員に対する支給単価

伝染病防疫手当 従事職員
伝染病患者等の救護又
は、伝染病菌附着の危険
のある物件の処理業務

０　千円 １日又は１回について1,500円
を超えない範囲

行旅死亡人処理手当 従事職員 行旅死亡人の処理業務 ０　千円 １日又は１回について5,000円
を超えない範囲

医療技術の研究に
従事する職員の
特 殊 勤 務 手 当

医　師 医療技術の研究 －　千円 勤務１月につき給料月額の100
分の100以内に相当する額

⑸ その他の手当（平成29年４月１日現在）

手 当 名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（平成28年度決算）

支給職員１人当たり
　平均支給年額

（平成28年度決算）

扶養手当

・扶養親族たる配偶者及び父母………6,500円
・扶養親族たる子 ……………………10,000円
※満16歳から22歳の子１人につき5,000円
　の加算

同 ―
4,853千円 242,650円

住居手当
・借家……月額12,000円を超える家賃を
　支払う職員に対し、負担している家賃の額に
　応じ、上限額27,000円まで支給

同 ―
1,582千円 316,400円

通勤手当

・交通機関利用者
　１か月あたりの最高支給限度額　55,000円
・交通用具（自動車など）使用者
　片道の使用距離に応じて　2,000円
　（２㎞以上５㎞未満）から
　最高31,600円（60㎞以上）支給

同 ―

7,159千円 188,395円

管理職手当
・参事…………………………………43,000円
・課長級………………………………39,000円
・課長補佐級、幼稚園園長…………29,000円

ー ―
7,015千円 467,667円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成28年度に退職した職員に支給された平均額である。�

支給実績（平成28年度決算） ����������������6,968�千円
職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） ������������������225�千円
支給実績（平成27年度決算） �������������7,882�千円
職員１人当たり平均支給年額（平成27年度決算） �����������������238�千円

（注）　�職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（28年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数
（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

⑷ 時間外勤務手当
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区　　　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給料 村 　 　 　 　 長
教 　 育 　 長

６５０，０００　円
５００，０００　円

（参考）類似団体における最高／最低額
�７６３，０００円／�３８４，０００　円

報酬
議 　 　 　 　 長
副 　 議 　 長
議 　 　 　 　 員

２４５，０００　円
１９５，０００　円
１８５，０００　円

３４４，０００　円／�１４０，０００　円
２７９，０００　円／�１１５，０００　円
２６１，０００　円／�１００，０００　円

期末
手当

村 　 　 　 　 長
教 育 長

（28年度支給割合）３．２５�月分
　　　　　　　　　 ２．６０�月分

議 　 　 　 　 長
副 　 議 　 長
議 　 　 　 　 員

（28年度支給割合）３．２５�月分
　　　　　　　　　 ３．２５�月分
　　　　　　　　　 ３．２５�月分

退職
手当

村 　 　 　 　 長
教 育 長

　　（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　　（支給時期）
６５０，０００円×５２０/１００×勤続年数　　　　退職時
５００，０００円×２４０/１００×勤続年数　　　　退職時

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　［�����］内は、条例定数の合計である。

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。
　　　２　�退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合

における退職手当の見込額である。

⑴ 部門別職員数の状況と主な増減理由

5　特別職の報酬等の状況（平成29年４月１日現在）

6　職員数の状況
（各年４月１日現在）

区　分
部　門

職　　員　　数 対前年
増減数 主な増減理由平成28年 平成29年

一
般
行
政
部
門

議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

1
19
1
4
7
4
2
2

1
18
2
4
6
6
2
2

0
▲1
1
0
▲1
2
0
0

職員の異動
職員の異動

職員の異動
職員の異動・採用

計 40 41 1
＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　275.91人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　205.73人）

教育部門 13 13 0
消防部門 ０ ０ ０

小　　　計 53 54 1
＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　363.39人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　242.99人）

病　　　院
下　水　道
そ　の　他

3
1
2

4
1
2

0
0
0

職員の採用

小　　　計 6 6 0
合　　　　　計 59

［　91　］
61

［　91　］
2

［　0　］
＜参考＞
　人口１万人当たり職員数　410.50人

⑵ 年齢別職員構成の状況（平成29年４月１日現在）

⑶ 職員数の推移

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

区分 20歳
未満

20歳
～
23歳

24歳
～
27歳

28歳
～
31歳

32歳
～
35歳

36歳
～
39歳

40歳
～
43歳

44歳
～
47歳

48歳
～
51歳

52歳
～
55歳

56歳
～
59歳

60歳

以上
計

職員数 0人 5人 8人 7人 3人 0人 6人 5人 6人 12人 9人 0人 61人

年度
部門別 24年 25年 26年 27年 28年 29年 過去５年間の増減数
一 般 行 政 50 51 41 41 40 41 ▲10（18.0％）
教 育 15 13 13 13 13 13 ▲ 2（13.3％）
普 通 会 計 計 65 64 54 54 53 54 ▲11（16.9％）
公営企業等会計計 9 9 8 6 6 7 ▲ 2（22.2％）
総　合　計 74 73 62 60 59 61 ▲13（17.6％）

（単位：人・％）

25

20

15

10

5

0 20

（例） 構成比 ５年前の構成比％

歳
未
満

60
歳
以
上

〜
20
　
23

〜
24
　
27

〜
28
　
31

〜
32
　
35

〜
36
　
39

〜
40
　
43

〜
44
　
47

〜
48
　
51

〜
52
　
55

〜
56
　
59

会
計
部
門

公
営
企
業
等

普
通
会
計
部
門
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　たくさんの皆様から多大なご寄附を賜り、心から御礼申し上げます。
　平成29年度中に皆様からいただきました、寄付金の内訳及び基金の取り崩し結果をご報告させて
いただきます。
　平成18年よりスタートした山癒の里寄附金制度については、先人達が守り続けてきてくれた郷土
の歴史や伝統、そして豊かな自然環境を今後も守り続け癒されそして生きる事の喜びを得る村づく
りを、自然や天川を愛する人々の参加により、この寄附を通じて新たな住民参加型の地方自治の実
現を目指したものであります。
　平成29年度は22件、4,538,500円で、預金利子と併せると当初からの累計寄附金合計は、
22,921,797円となっています。

≪平成29年度の事業別・寄附者地域別の集計について≫

注）１回の寄付で複数の使途を指定する方或いは、同一名義人からの複数の寄附がある為、各使途の実際の件数及び件数の合計と人数は一致しません。

※平成29年度基金取り崩し額・・・・・・・・300,000円(弥山周辺植生調査)
  〔参考〕過去における寄附金処分額　3,950,000円　

今後も皆様の温かいご支援をお待ちしております。
お問い合わせ・申し込みは、地域政策課までお願いします。

　
①自然）豊かな
森を守る事業

②（文化）景観
の保全事業

③ （ 人 ） 住 民
むらづくり事業

指定なし 合　　計

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 人数

天　川　村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ
自然観察会

8,500 5 0 0 0 0 0 0 8,500 5 0

奈　良　県
（除く天川村）

0 0 30,000 2 0 0 3,720,000 4 3,750,000 6 6

大　阪　府 10,000 1 40,000 2 10,000 1 0 0 60,000 4 3

京　都　府 0 0 0 0 150,000 1 0 0 150,000 1 1

兵　庫　県 0 0 0 0 300,000 1 0 0 300,000 1 1

千　葉　県 0 0 0 0 0 0 100,000 1 100,000 1 1

神 奈 川 県 10,000 1 0 0 0 0 0 0 10,000 1 1

静　岡　県 0 0 100,000 1 0 0 0 0 100,000 1 1

愛　知　県 0 0 0 0 50,000 1 0 0 50,000 1 1

福　岡　県 0 0 0 0 10,000 1 0 0 10,000 1 1

合　　　計 28,500 7 170,000 5 520,000 5 3,820,000 5 4,538,500 22 16

運　用　益 ― ― ― ― ― ― ― ― 10 ― ―

基　金　計 ― ― ― ― ― ― ― ― 4,538,510

天川村山癒（やまゆ）の里寄附金について

平成22年度
350,000円

平成24年度
300,000円

平成25年度
2,100,000円

平成26年度
300,000円

平成27年度
300,000円

平成28年度
300,000円

平成29年度
300,000円

◎ 平成29年度末の基金現在高 ２２，９２１，７９７円
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I N F O R M A T I O N

　

お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健
康

相
談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検
査
等

は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

開
催
日
時

目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）

　

８
月
７
日
（
火
）
午
後
２
時
～
午
後
３
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談

（
整
形
外
科
部
会
）

　

８
月
22
日
（
水
）

　

午
後
２
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分　

※
受
付
締
切
８
月
20
日
（
月
）

精
神
科
に
関
す
る
健
康
相
談

（
精
神
神
経
科
部
会
）

　

８
月
24
日
（
金
）

　

午
後
３
時
～
午
後
４
時　

内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談

（
内
科
部
会
）

　

８
月
29
日
（
水
）

　

午
後
２
時
～
午
後
３
時

開
催
場
所

　

奈
良
県
医
師
会
館
・
１
階　

　

県
民
健
康
サ
ー
ビ
ス
室

　

（
近
鉄
大
和
八
木
駅
か
ら
北
へ
徒
歩
７
分
）

お
問
合
わ
せ
先

　

〒
６
３
４
︱
８
５
０
２　

　

橿
原
市
内
膳
町
５
︱
５
︱
８　

　

奈
良
県
医
師
会
各
主
催
部
会　

　

☎
０
７
４
４
︱
22
︱
８
５
０
２

　

く
も
膜
下
出
血
は
多
く
の
場
合
、
脳
を
包

む
く
も
膜
の
内
側
の
血
管
に
動
脈
瘤
（
血
管

の
膨
ら
み
、
こ
ぶ
）
が
で
き
、
破
裂
す
る
こ

と
で
起
こ
り
ま
す
。
動
脈
瘤
は
分
岐
部
な
ど

血
管
の
弱
い
部
分
に
で
き
ま
す
。

　

頻
度
は
10
万
人
あ
た
り
20
人
で
、
40
歳

代
、
50
歳
代
で
は
男
性
に
多
く
、
60
歳
以
降

は
女
性
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

く
も
膜
下
出
血
は
脳
の
表
面
の
出
血
で
す

が
、
脳
や
髄
膜
を
刺
激
し
て
様
々
な
症
状
が

で
ま
す
。
典
型
的
な
症
状
は
「
激
し
い
頭

痛
」
「
意
識
障
害
」
「
嘔
吐
」
な
ど
で
す
。

頭
痛
が
最
も
多
く
、
今
ま
で
に
経
験
し
た
事

の
無
い
よ
う
な
激
し
い
痛
み
が
突
然
起
こ
り

ま
す
。
「
意
識
障
害
」
も
比
較
的
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
頭
痛
は
な
く
突
然
意
識
を
失
う
例

も
あ
り
ま
す
。
「
嘔
吐
」
「
目
の
痛
み
」
の

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

発
症
す
る
と
死
亡
率
は
約
50
％
と
非
常
に

高
く
、
処
置
が
遅
れ
る
と
再
出
血
の
危
険
性

が
あ
り
、
ま
た
後
遺
症
の
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
上
記
の
症
状
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
医
療

機
関
を
受
診
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
発
症
を
未
然
に
察
知
し
た
り
、
防

ぐ
た
め
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

⑴
血
圧
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

特
に
高
血
圧
の
人
。

⑵
食
事
の
注
意

　

�

塩
分
の
多
量
摂
取
に
注
意
し
、
カ
リ
ウ
ム

を
多
く
含
む
野
菜
を
と
り
、
過
度
の
ア
ル

コ
ー
ル
を
控
え
る
。

⑶
禁
煙

　

�

禁
煙
に
よ
る
予
防
効
果
は
あ
き
ら
か
に
な
っ

て
お
り
、
特
に
高
血
圧
の
人
、
家
族
歴
で
脳

卒
中
が
み
ら
れ
る
場
合
特
に
重
要
に
な
る
。

⑷
前
兆
を
見
逃
さ
な
い

　

�

血
圧
の
大
き
な
変
動
、
突
然
の
頭
痛
、
頭
の

違
和
感
、
目
の
痛
み
な
ど
前
兆
が
見
ら
れ
た

ら
、
必
ず
医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

奈
良
県
医
師
会

　

天
川
村
公
共
工
事
発
注
見
通
し
に
つ
い
て

は
、
従
来
は
、
印
刷
物
で
の
閲
覧
で
の
み
公

表
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
30
年
７
月
よ
り

天
川
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
表
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

天
川
村
が
発
注
す
る
公
共
工
事
の
う
ち
予

定
価
格
が
２
５
０
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ

い
て
、
そ
の
見
通
し
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

こ
の
発
注
見
通
し
は
、
公
共
工
事
の
入
札
及

び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
13
年
４
月
１
日
施
行
）
第
５
条

に
基
づ
き
公
表
す
る
も
の
で
す
。

　

掲
載
し
て
い
る
内
容
は
、
平
成
30
年
４
月

現
在
の
見
通
し
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
発
注

す
る
工
事
が
こ
の
記
載
と
異
な
る
場
合
、
又

は
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
工
事
が
発
注

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
問
合
わ
せ
先

　

天
川
村
役
場
地
域
政
策
課　

　

☎
63
︱
０
３
２
１

○ 

子
育
て
世
代
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
～
「
人
生

１
０
０
年
時
代
」
を
わ
た
し
ら
し
く
！
～

開
催
日
時

　

平
成
30
年
９
月
15
日（
土
）・
22
日（
土
）

　

午
後
２
時
～
午
後
４
時

開
催
場
所

　

�

奈
良
県
女
性
セ
ン
タ
ー
（
奈
良
市
東
向
南

町
６
番
地　

近
鉄
奈
良
駅
徒
歩
５
分
）

内
容

　

�

子
育
て
世
代
の
女
性
が
こ
れ
か
ら
の
働
き

方
、
必
要
な
資
金
準
備
、
税
金
、
社
会
保

障
な
ど
に
つ
い
て
学
べ
る
講
座
で
す

対
象　
女
性
30
名
（
先
着
順
）

申 

込　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
ハ
ガ
キ

よ
り
申
込

　

※
９
月
７
日
（
金
）
締
め
切
り

　

（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

受
講
料　
無
料

託 

児　
１
歳
以
上
就
学
前
ま
で
の
お
子
さ
ん

お
一
人
に
つ
き
５
０
０
円

お
問
合
わ
せ
先

　

奈
良
県
女
性
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
７
︱
27
︱
２
３
０
０

　

予
約
必
要

予
約
必
要

予
約
必
要

予
約
不
要

　�

奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

　�

く
も
膜
下
出
血

　�

天
川
村
公
共
工
事
発
注
見
通
し

に
つ
い
て

　�

平
成
30
年
度
「
働
く
女
性
応
援

講
座
２
」
に
つ
い
て
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お し ら せお し ら せ

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
で
は
、
平
成
31
年
４

月
１
日
採
用
予
定
の
消
防
職
員
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
区
分

　

大
学
・
短
大
・
高
校
卒
業

募
集
案
内
詳
細
に
つ
い
て

　

�

平
成
30
年
７
月
下
旬
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
掲

載
予
定

　

（http://www.naraksk119.jp

）

お
問
合
わ
せ
先

　

橿
原
市
慈
明
寺
町
１
４
９
番
地
の
３

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
消
防
本
部　

　

人
事
企
画
課　

人
事
係　

　

☎
０
７
４
４
︱
20
︱
１
１
１
９

①
自
衛
官
候
補
生
（
任
期
制
）

対
象

　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
女

　

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

受
付
期
間

　

男
子
・
女
子　

年
間
を
通
し
随
時

試
験
日

　

�

平
成
30
年
８
月
25
日
（
土
）
（
男
子
・
女

子
）

　

平
成
30
年
８
月
26
日
（
日
）
（
男
子
）

　

平
成
30
年
９
月
16
日
（
日
）
（
男
子
）

　

平
成
30
年
９
月
24
日
（
月
・
祝
）
（
女
子
）

試
験
会
場

　

航
空
自
衛
隊
奈
良
基
地

　

（
奈
良
県
奈
良
市
法
華
寺
町
）

試
験
内
容

　

�

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
、
身
体

検
査

② 

一
般
曹
候
補
生
（
陸
上
・
海
上
・
航
空
自
衛

隊
）

対
象

　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
女

　

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

受
付
期
間

　

�

平
成
30
年
７
月
１
日
（
日
）
～
９
月
７
日

（
金
）

試
験
日

一
次
試
験

　

平
成
30
年
９
月
23
日
（
日
）

試
験
会
場

　

航
空
自
衛
隊
奈
良
基
地

　

（
奈
良
県
奈
良
市
法
華
寺
町
）

試
験
内
容

　

筆
記
試
験
、
適
性
検
査
（
一
次
試
験
）

　

※�

二
次
試
験
で
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
が

あ
り
ま
す

　

※�

二
次
試
験
の
詳
細
は
、
一
次
試
験
合
格
発

表
後
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

③
航
空
学
生
（
海
上
・
航
空
自
衛
隊
）

対
象　
　

　

海
上　

18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
男
女

　
　
　
　

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

　

航
空　

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
男
女

　
　
　
　

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

受 

付
期
間　
平
成
30
年
７
月
１
日
（
日
）
～
９

月
７
日
（
金
）

試
験
日

一
次
試
験

　

平
成
30
年
９
月
17
日
（
月
・
祝
）

試
験
会
場

　

航
空
自
衛
隊
奈
良
基
地

　

（
奈
良
県
奈
良
市
法
華
寺
町
）

試
験
内
容

　

筆
記
試
験
、
適
性
検
査

　

※�

二
次
試
験
か
ら
は
航
空
身
体
検
査
、
口
述

試
験
等
が
あ
り
ま
す

　

※�

二
次
試
験
以
降
の
詳
細
は
、
一
次
試
験
合

格
発
表
後
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

�

詳
細
は
左
記
の
事
務
所
ま
で
お
問
合
せ
下
さ

い
。

お
問
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
奈
良
地
方
協
力
本
部　

　

五
條
地
域
事
務
所

　

奈
良
県
五
條
市
今
井
５
丁
目
１
︱
12　

　

サ
ン
タ
ウ
ン
二
階

　

�

☎
０
７
４
７
︱
22
︱
３
７
８
９
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼

用
）

訂
正
と
お
詫
び

　

前
回
の
広
報
て
ん
か
わ
７
月
号
の
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
欄
に
て
、
記
述
の
間
違
い
が
あ
り

ま
し
た
の
で
お
詫
び
申
し
上
げ
、
訂
正
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

27
ペ
ー
ジ
最
上
段

（�

誤
）
平
成
30
年
度
国
家
公
務
員
採
用
一
般
職

試
験
（
高
卒
者
試
験
）
日
程
に
つ
い
て

（�

正
）
平
成
30
年
度
自
衛
官
採
用
試
験
の
お
知

ら
せ

　�

平
成
30
年
度
奈
良
県
広
域
消
防
組
合

消
防
職
員
採
用
募
集
案
内
【
後
期
】

　�

平
成
30
年
度
自
衛
官
採
用
試
験

の
お
知
ら
せ

① ② ③ ④
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村のうごき

６月のごみ収集状況
燃焼 不燃
資源 粗大

平成30年８月１日発行　通巻498号

2018年５月31日現在（　）内は前月との比較

■発行／天川村役場　〒638-0392  奈良県吉野郡天川村大字沢谷60番地
■企画・編集／総務課 広報係（内線123）TEL：0747-63-0321  FAX：0747-63-0329　
■URL：http://www.vill.tenkawa.nara.jp/  ■E-mail：tenkawa@vill.tenkawa.lg.jp

The river of heaven

■広報「てんかわ」は再生紙を使用しています。

古紙配合率100％再生紙 大豆油インキを使用しています

人口　1,428人（－７） 男　679人（－５） 女　749人（－５） 世帯数　672戸（－４）

31.63トン�　前月比： 86.99％　�前年同月比：107.79％ 2.65トン�　前月比： 51.86％　�前年同月比： 58.11％

4.40トン�　前月比： 76.12％　�前年同月比： 83.81％ 2.05トン�　前月比： 72.18％　�前年同月比： 96.70％

８
月
の
出
来
事

と
ヒ
マ
ワ
リ

　

８
月
に
入
り
、
梅
雨
も
遠
ざ
か
り
気
持
ち
よ
く
晴
れ
る
分
日
差
し
の
強
さ
も
ど
ん
ど
ん
厳
し
く
な
る
中
、
皆
様
い

か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
夏
場
は
晴
天
時
の
暑
さ
や
台
風
が
来
や
す
い
と
い
っ
た
天
候
面
で
の
不
安
定
さ
が
あ

り
ま
す
。
お
出
か
け
の
際
は
天
気
予
報
を
確
認
し
、
適
切
な
服
装
や
傘
と
い
っ
た
準
備
は
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

　

さ
て
、
７
月
に
も
各
地
の
お
祭
り
が
あ
り
ま
し
た
が
、
８
月
も
お
祭
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
村
内
で
様
々
な
行
事

が
あ
り
ま
す
。
月
初
め
の
２
日
・
３
日
に
洞
川
で
の
行
者
祭
り
、
14
日
に
旧
天
川
西
小
学
校
で
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
が

行
わ
れ
ま
す
。
龍
泉
寺
で
は
14
日
に
お
盆
棚
経
（
た
な
ぎ
ょ
う
）
参
り
、
16
日
に
は
祖
霊
を
お
送
り
す
る
お
盆
精
霊

（
し
ょ
う
り
ょ
う
）
送
り
火
護
摩
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
天
河
大
辨
財
天
社
に
て
今
年
の
８
月
17
日
が
旧
暦
の
７

月
７
日
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
17
日
に
は
御
霊
の
供
養
等
を
行
う
七
夕
祭
が
行
わ
れ
、
萬
霊
供
養
塔
、
神
社
周
辺
に

供
養
の
燈
花
が
灯
さ
れ
ま
す
。
翌
18
日
に
は
そ
の
燈
花
紙
を
お
焚
き
上
げ
す
る
七
夕
護
摩
供
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

さ
て
８
月
、
夏
ら
し
い
季
節
に
ま
つ
わ
る
物
と
い
わ
れ
て
皆
様
は
ど
ん
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
で
し
ょ
う
か
？

き
っ
と
そ
の
中
に
は
ヒ
マ
ワ
リ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
黄
色
い
花
び
ら
、
緑
の
茎
、
茶
色
い
中
心
部
と
非
常
に
見
た

目
に
も
鮮
や
か
で
、
品
種
に
よ
っ
て
は
人
の
背
丈
よ
り
も
大
き
く
な
る
こ
と
も
あ
り
、
観
賞
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
花
で
す
。
ゴ
ッ
ホ
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
画
家
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
日
本
以
外
の
国
で
も
人
気
な

の
が
分
か
り
ま
す
。
見
た
目
に
は
一
つ
の
花
で
す
が
、
花
び
ら
の
つ
い
た
花
、
花
び
ら
の
な
い
内
側
の
花
と
い
っ
た

も
の
が
複
数
集
ま
っ
て
、
一
つ
の
花
の
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
で
書
け
ば
向
日
葵
と
表

記
し
ま
す
が
、
そ
の
名
の
通
り
に
太
陽
に
向
か
っ
て
動
く
こ
と
が
特
徴
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
ヒ
マ
ワ
リ
の
生
長
に

よ
っ
て
起
き
る
現
象
で
、
茎
の
う
ち
太
陽
の
光
を
浴
び
な
い
側
が
よ
り
生
長
す
る
た
め
、
結
果
と
し
て
太
陽
の
方
を

向
く
の
で
す
。
そ
し
て
生
長
に
よ
っ
て
起
き
る
現
象
の
た
め
、
し
っ
か
り
と
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
な
段
階
ま
で
生
長

し
た
ヒ
マ
ワ
リ
は
太
陽
を
追
い
か
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
一
定
の
方
向
を
向
く
そ
う
で
す
。
こ
う
い
っ
た
生
態
か

ら
、
ヒ
マ
ワ
リ
は
横
向
き
に
花
が
向
く
物
も
多
い
で
す
が
、
品
種
に
よ
っ
て
は
上
向
き
に
花
を
つ
け
る
も
の
も
あ

り
、
花
束
等
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ヒ
マ
ワ
リ
は
日
本
で
は
観
賞
用
と
し
て
の
人
気
が
高

い
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
油
を
抽
出
す
る
、
種
そ
の
も
の
を
食
用
や
薬
用
と
す
る
、
飼
料
と
し
て
使
用
す
る
等

様
々
な
使
い
方
を
さ
れ
る
植
物
で
す
。
例
え
ば
先
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
で
は
ヒ
マ
ワ
リ
油
を

多
く
生
産
し
て
お
り
、
種
の
食
用
も
盛
ん
と
い
っ
た
よ
う
に
関
わ
り
が
深
く
ヒ
マ
ワ
リ
を
国
花
と
も
し
て
い
ま
す
。

非
常
に
寒
い
ロ
シ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
夏
の
イ
メ
ー
ジ
も
強
い
ヒ
マ
ワ
リ
の
組
み
合
わ
せ
は
面
白
く
感
じ
ま
す
が
、
こ

れ
も
長
い
歴
史
の
中
で
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
根
付
い
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
是
非

調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
も
生
命
力
あ
ふ
れ
る
ヒ
マ
ワ
リ
に
負
け
な
い
く
ら
い
元
気
に
、
夏
場
を

乗
り
切
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。


